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制　度 特別児童扶養手当 特別障害者手当

対　象

身体・知的・精神に一定の障がいがある
20歳未満の児童を養育している父母、ま
たは父母に代わって養育している方
身体障害者手帳　１級～３級程度
（内部疾患は例外あり）
療育手帳の判定　◯Ａ、Ａ、Ｂ程度
精神障害者保健福祉手帳　１級～２級程度

身体または精神に著しく重度の障がいがある
ため、日常生活で常時特別の介護を必要とす
る状態にある20歳以上の方

以下の場合は対象外
※�障がいが事由の公的年金給付を受けら

れる場合
※�児童福祉施設等に入所している場合等

以下の場合は対象外
※�障害者施設、特別養護老人ホーム等に入所

している場合
※�病院に継続して３か月以上入院している場合等

支給(月額)
１級　58,450円
２級　38,930円

※所得制限有
30,450円

※所得制限有

支給(原則) ４月・８月・11月 ２月・５月・８月・11月

制　度 在宅心身障害児福祉手当 障害児福祉手当 難病患者福祉見舞金

対　象

20歳未満の身体または知的
障がい等にある児童を監護
している同居の保護者

身体または精神に重度の障
がいがあるため、日常生活
で常時介護を必要とする状
態にある20歳未満の方

市内在住で、以下の受給者証
の交付を受けており、現に治
療を受けている方またはその
保護者

以下の場合は対象外
※�児童福祉施設等に入所し

ている場合等
※�障害児福祉手当を受給し

ている場合

以下の場合は対象外
※�障がいが事由の公的年金

給付を受けられる場合
※�児童福祉施設等に入所し

ている場合等

対象の受給者証
・指定難病特定医療費受給者証
・一般特定疾患医療受給者証
・小児慢性特定疾病医療受給者証
・先天性血液凝固因子障害等医療
　受給者証

支給(月額) 3,000円 16,560円
※所得制限有 2,000円

支給(原則) ４月・８月・12月 ２月・５月・８月・11月 ９月・３月

 障がいをお持ちの方、難病患者の方へ 各種手当のお知らせ

【お問い合わせ】　社会福祉課　障害福祉グループ　☎63-1111　内線393
対象要件や申請方法等の詳細はお問い合わせください。

＃広報いたこ表紙チャレンジ

たくさんのご応募お待ちしておりますたくさんのご応募お待ちしております

フォトコンテストフォトコンテスト
応募手順応募手順

1 2
STEP STEP

@itako_kohoアカウ
ントをフォローします

潮来市で撮影した写
真をハッシュタグを添
えて投稿します

最優秀賞に選ばれ
た作品は広報いた
こ6月号の表紙に
掲載いたします。

（例）

※表紙にはロゴ等も掲載されます

▼このハッシュタグをつけて投稿ください

4月1日（水）〜5月31日（日）応募期間


